
 

 

農薬の飛散防止に配慮をお願いします。 

学校・保育所・病院・公園・住宅地等に近接する土地・森林や家庭菜園・市民農園等

の管理にあたっては、農薬の飛散による周辺住民や子ども等への影響が生じないよう、

できるだけ農薬を使用しない管理を心がけましょう。また、やむを得ず農薬を散布するとき

は、定められた使用法を厳守するとともに、飛散防止策を講じるなど、十分な配慮をしましょ

う。 

注：農薬には、作物や樹木に発生する病害虫の防除を目的に散布するものの他に、ガーデニングや家庭菜園用のスプレー式

の殺虫剤や殺菌剤。芝生等の雑草対策で使用する除草剤なども含まれます。  

農薬以外の物理的防除を優先して行おう 

害虫の捕殺や被害を受けた部分の除去などの物理的な防除を優先し、やむを得ない場合にのみ農薬による防除を選択し

ましょう。 

 住宅地のそばの家庭菜園などにおいても、防虫網の活用などの物理的防除に取り組みましょう。 

 

コモ巻きによる 

害虫の捕殺 

剪定による 

捕殺 
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農薬の飛散防止に最大限の配慮をしよう 

農薬の散布は、風が無風か弱いときに行うなど、天候や時間帯を選んで行いましょう。特に、近くに学校・通学路がある場

合は子どもに影響の出ないよう注意しましょう。 

 粒剤等飛散が少ない農薬や、飛散を抑制するノズルを使用したり、動力噴霧器の圧力を上げすぎないなど農薬の飛散防止

を行うとともに、散布作業中は、風向きやノズルの向き等に注意しましょう。  

 

事前に十分な周知を行おう 

農薬を散布する場合は、事前に周囲に住んでいる方等へ十分な周知を行いましょう。近辺に化学物質に敏感な方が居住し

ているのを把握している場合は、十分な配慮が必要です。周知内容には、農薬を使用する目的、散布日時、使用農薬の種類

を含めましょう。 

 近隣に学校・通学路がある場合は、学校や保護者等にも連絡しましょう。  

 

散布区域に人が入らないよう対策を講じよう 

看板による表示などを行い、散布区域に気づかず人が立ち入ることがないよう配慮しましょう。  

 

このリーフレットについてのお問い合わせ先 

 

〒３２０－８５４０  宇都宮市旭１－１－５ 

住宅地での農薬散布  電話：６３２－２４２０ （宇都宮市環境部環境保全課） 

農業に関する農薬散布  電話：６３２－２４６６ （宇都宮市経済部農林生産流通課） 

【参考】 

農薬に関する諸情報及び飛散防止に関する情報が入手できるホームページ 

「農薬コーナー（農林水産省）」  http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/ 
環境における農薬のリスク評価・管理に関する情報が入手できるホームページ 

「農薬対策関係（環境省）」    http://www.env.go.jp/water/noyaku.html 

散布区域をコーン等で区分け 
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近隣に学校、通学路が 

ある場合、事前に学校 

へ連絡 

なるべく対象物の近くから、 

風向きやノズルの向きにも 

気をつけて散布しましょう 


